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議
員　

本
条
例
が
制
定
さ
れ
る

目
的
、
内
容
は
何
か
。

　

都
市
整
備
担
当
部
長　

本
条
例

は
、
地
方
分
権
改
革
関
係
の
一
括

法
の
制
定
に
よ
る
風
致
地
区
内
に

お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条

例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
政
令
の
改
正
に
伴
い
、
風
致
地

区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に

関
す
る
基
準
を
条
例
で
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
制
定
す
る
も
の

で
す
。
内
容
は
、
都
市
計
画
法
に

基
づ
き
定
め
ら
れ
た
風
致
地
区
の

都
市
の
風
致
を
維
持
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
風
致
地
区
内
に
お

け
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
、
宅

地
の
造
成
な
ど
の
行
為
に
関
す
る

規
制
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

議
員　

具
体
的
な
対
象
、
規
制

に
な
る
対
象
は
。

　

都
市
整
備
担
当
部
長　

風
致
地

区
は
、
七
国
山
周
辺
の
薬
師
池
公

園
や
野
津
田
神
社
を
含
む
丘
陵
地

で
あ
る
七
国
山
風
致
地
区
と
、
大

泉
寺
や
小
山
田
緑
地
を
含
む
丘
陵

地
で
あ
る
小
山
田
風
致
地
区
の
二

カ
所
が
昭
和
三
六
年
、
一
九
六
一

年
一
〇
月
五
日
に
国
に
よ
り
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
規
制
の
対

象
で
す
が
、
風
致
地
区
内
に
お
け

る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
、
宅
地

の
造
成
な
ど
の
行
為
で
す
。

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他 

条
例
・
そ
の
他 

町
田
市
風
致
地
区
条
例

予
　
　
算

予
　
　
算 

予
　
　
算 

　

議
員　

随
意
契
約
に
し
た
理
由

は
何
か
。

　

財
務
部
長　

新
築
時
の
施
工
者

で
あ
り
、
耐
震
診
断
調
査
も
施
工

し
て
お
り
、
こ
の
特
殊
な
施
設
全

般
に
つ
い
て
ほ
か
の
事
業
者
よ
り

も
熟
知
し
て
い
ま
す
。
適
切
な
施

工
計
画
や
施
工
方
法
の
選
定
に
よ

り
、
一
層
の
安
全
確
保
と
と
も
に

短
期
間
で
の
施
工
、
そ
れ
に
伴
う

経
費
の
削
減
が
図
れ
る
と
判
断
し

ま
し
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

一
六
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

よ
る
随
意
契
約
と
し
ま
し
た
。

　

議
員　

随
意
契
約
に
よ
る
契
約

金
額
、
約
四
億
三
、
九
〇
〇
万
円
、

こ
の
金
額
の
算
出
根
拠
、
そ
し
て

主
な
特
徴
は
何
か
。

　

営
繕
担
当
部
長　

本
工
事
に
つ

き
ま
し
て
は
運
転
を
し
な
が
ら
の

補
強
工
事
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、

通
常
の
施
設
で
の
改
修
工
事
に
比

べ
て
平
日
の
夜
間
工
事
で
す
と
か
、

休
日
の
工
事
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
通
常
の
施
設
に
比
べ

て
設
備
配
管
や
機
器
が
多
く
て
、

こ
れ
ら
の
機
器
や
配
管
を
避
け
て

仮
設
の
足
場
を
配
置
す
る
必
要
が

あ
る
な
ど
、
か
な
り
特
殊
な
条
件

下
で
の
工
事
と
な
り
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
市
で
は
い
つ
も
東
京

都
市
建
設
行
政
協
議
会
の
単
価
を

採
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ

た
単
価
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
見

積
も
り
徴
収
を
し
ま
し
て
、
そ
の

内
容
を
精
査
し
て
採
用
し
て
い
ま

す
。

自
由
民
主
党　

○
佐
藤
伸
一
郎

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
厳
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

松
岡
み
ゆ
き

　
　
　
　
　
　
　

い
わ
せ
和
子

　
　
　
　
　
　
　

市
川
勝
斗

　
　
　
　
　
　
　

三
遊
亭
ら
ん
丈

　
　
　
　
　
　
　

熊
沢
あ
や
り

　
　
　
　
　
　
　

若
林
章
喜

　
　
　
　
　
　
　

藤
田
学

　
　
　
　
　
　
　

お
さ
む
ら
敏
明

諸
派　
　
　
　
　

吉
田
つ
と
む

諸
派　
　
　
　
　

大
西
宣
也

諸
派　
　
　
　
　

新
井
克
尚

　
　
　
　

（
一
一
月
一
〇
日
付
）

　
　
　
　
　
　

○
は
会
派
代
表
者

　町田市議会では、より清潔な政治を目指し
公職選挙法より厳しい内容の政治活動におけ
る虚礼廃止に関する要綱を定めています。

町田市議会議員の政治活動における
虚礼廃止に関する要綱

平成元年１２月１日制定
平成２年２月１日改正

　この要綱は、「町田市議会議員の政治活動に
おける虚礼廃止に関する決議」に基づき、公職
選挙法の規定にかかわらず、すべてにわたり清
潔な政治活動を行うことにより市民の信託に応
えるため制定するものである。

記
１、企業・団体からの金品等の寄附は受けない。
２、資金集めを目的としたパーティー・事業等
は行わない。

３、町内会・自治会、その他市の財政援助団体
並びに公的行事への金品等の提供及び祝電
・弔電は行わない。

４、新聞等への個人名刺広告の掲載は行わない。
５、答礼のための自筆によるものを除き、年賀
状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに
類するあいさつ状（電報その他これに類す
るものを含む。）は廃止する。

　附　則
　この要綱は、平成元年１２月１日から適用する。
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【
議
会
運
営
委
員
会
】

　

委
員
の
交
代

　

・
就
任　

松
岡
み
ゆ
き

　
　
　
　
　

市
川
勝
斗

　
　
　
　

（
一
一
月
一
二
日
付
）

　
　
　
　
　

お
さ
む
ら
敏
明

　
　
　
　

（
一
一
月
二
六
日
付
）

　

・
辞
任　

新
井
克
尚

　
　
　
　
　

吉
田
つ
と
む

　
　
　
　

（
一
一
月
一
一
日
付
）

　
　
　
　
　

佐
藤
和
彦

　
　
　
　

（
一
一
月
二
五
日
付
）

【
文
教
社
会
常
任
委
員
会
】

　

委
員
長
の
交
代

　

・
就
任　

三
遊
亭
ら
ん
丈

　
　
　
　

（
一
一
月
二
八
日
付
）

　

・
辞
任　

齋
藤
祐
善

　

副
委
員
長
の
交
代

　

・
就
任　

森
本
せ
い
や

　
　
　
　

（
一
一
月
二
八
日
付
）

【
災
害
対
策
委
員
】

　

委
員
の
交
代

　

・
就
任　

三
遊
亭
ら
ん
丈

　
　
　
　

（
一
一
月
二
八
日
付
）

　

・
辞
任　

い
わ
せ
和
子

　
　
　
　
　

市
川
勝
斗

　
　
　
　

（
一
一
月
一
一
日
付
）

　
　
　
　
　

齋
藤
祐
善

【
防
災
会
議
委
員
】

　

・
就
任　

三
遊
亭
ら
ん
丈

　
　
　
　

（
一
一
月
二
八
日
付
）

　

・
辞
任　

齋
藤
祐
善

　

議
員　

産
業
廃
棄
物
か
ら
一
般

廃
棄
物
に
な
る
に
あ
た
っ
て
ど
の

よ
う
な
変
更
と
な
る
の
か
。

　

環
境
資
源
部
長　

一
般
廃
棄
物

に
す
る
こ
と
で
処
理
費
が
安
く
な

り
、
産
業
廃
棄
物
管
理
表
、
い
わ

ゆ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
作
成
手
続

が
不
要
と
な
る
こ
と
か
ら
市
民
の

負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
ま
で
に

産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
理
し
た
場

合
の
収
集
運
搬
、
及
び
処
理
手
数

料
は
一
括
し
て
一
立
方
メ
ー
ト
ル

当
た
り
数
万
円
か
か
っ
て
い
ま
し

た
が
、
一
般
廃
棄
物
と
し
て
処
理

し
た
場
合
の
手
数
料
は
一
立
方
メ

ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に
一
、
五
〇
〇

円
と
明
確
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

収
集
運
搬
費
に
つ
き
ま
し
て
は
お

の
お
の
事
業
者
で
異
な
る
料
金
体

系
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

議
員　

こ
の
変
更
は
ど
う
や
っ

て
周
知
さ
れ
る
の
か
。

　

環
境
資
源
部
長　

デ
ィ
ス
ポ
ー

ザ
排
水
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し

て
い
る
全
世
帯
へ
の
周
知
方
法
は
、

集
合
住
宅
に
は
管
理
組
合
を
通
じ
、

約
一
〇
〇
軒
の
戸
建
て
住
宅
に
は

全
戸
に
変
更
内
容
を
周
知
す
る
と

と
も
に
、
広
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
に
も
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
今
ま
で
産
業
廃
棄
物
と
し

て
収
集
運
搬
を
し
て
い
た
事
業
者

や
市
内
の
浄
化
槽
汚
泥
を
収
集
運

搬
し
て
い
る
事
業
者
へ
も
同
様
に

周
知
し
て
い
き
ま
す
。　

　

議
員　

廃
止
す
る
理
由
は
何
か
。

　

図
書
館
担
当
部
長　

図
書
館
Ｉ

Ｃ
タ
グ
シ
ス
テ
ム
導
入
事
業
は
、

二
〇
一
三
年
度
か
ら
二
〇
一
四
年

度
に
か
け
、
ゼ
ロ
一
〇
〇
の
債
務

負
担
行
為
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ

り
二
〇
一
三
年
度
に
契
約
し
、
移

行
作
業
を
進
め
る
よ
う
計
画
し
て

い
ま
し
た
が
、
手
順
を
見
直
し
た

こ
と
に
よ
り
導
入
を
予
定
し
て
い

る
他
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
と
と
も

に
二
〇
一
四
年
度
に
導
入
す
る
こ

と
と
し
た
た
め
債
務
負
担
行
為
を

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

　

議
員　

図
書
館
の
現
場
へ
の
影

響
、
ま
た
、
利
用
す
る
市
民
へ
の

影
響
は
。

　

図
書
館
担
当
部
長　

現
場
へ
の

影
響
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

職
員
の
手
順
と
し
て
は
こ
れ
ま
で

と
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
特

に
影
響
は
な
い
と
。
加
え
て
、
市

民
へ
の
影
響
で
す
け
れ
ど
も
、
今

回
の
手
順
を
見
直
し
て
進
め
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
は
新
し

い
本
を
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な

タ
イ
ミ
ン
グ
で
手
に
と
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
影
響

に
つ
い
て
も
特
に
な
い
と
い
う
こ

と
で
進
め
て
き
て
い
ま
す
。

議
会
の
人
事

図
書
館
Ｉ
Ｃ
タ
グ
シ
ス
テ
ム

導
入
費

町
田
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

再
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン

タ
ー
施
設
耐
震
補
強
工
事
請

負
契
約

　

長
年
、
町
田
市
発
展
の
た
め
に

尽
力
さ
れ
た
次
の
議
員
か
ら
、
今

任
期
を
も
っ
て
退
任
す
る
旨
の
意

思
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

佐
藤　

洋
子
（
在
職
三
期
）

　

宮
坂
け
い
子
（
在
職
三
期
）

　

田
中　

修
一
（
在
職
四
期
） 

　
（
平
成
二
六
年
一
月
二
二
日
現
在
）

政治家が選挙区内の人や団体に 
お金や物を贈ることは、時期や理由を問わず 

法律で禁止されています。 
また、有権者が政治家に対し寄附を 
求めることも禁止されています。 

（東京都選挙管理委員会パンフレットより）

今
任
期
限
り
で
退
任

【
会
派
解
散
】

志
政
ク
ラ
ブ　

○
熊
沢
あ
や
り

　
　
　
　
　
　
　

藤
田
学

　
　
　
　
　
　
　

吉
田
つ
と
む

　
　
　
　
　
　
　

お
さ
む
ら
敏
明

自
由　

民
主　

○
い
わ
せ
和
子

　
　
　
　
　
　
　

三
遊
亭
ら
ん
丈

　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
伸
一
郎

　
　
　
　
　
　
　

大
西
宣
也

ま
ち
だ
新
世
紀
○
市
川
勝
斗

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
厳
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

新
井
克
尚

諸
派　
　
　
　
　

若
林
章
喜

諸
派　
　
　
　
　

松
岡
み
ゆ
き

　
　
　
　

（
一
一
月
一
〇
日
付
）

【
会
派
結
成
】　

会
派
の
動
き

議
員
の
辞
職

　

齋
藤　

祐
善

（
一
一
月
二
五
日
付
）


